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林業公社と分収造林契約 

○ 林業公社は、森林所有者による適正な整備が困難な森林について、分収造林契約によって造林を
推進するため、昭和40年代を中心として都道府県によって設立された公益法人。 

 

○ 現在、31の都府県に33の公社が存在。 
 

○ これら公社は、これまでに約40万haの森林を造成し、森林の多面的機能の発揮、地域の雇用の創
出などに寄与。 

   森林所有者が土地を提供し、林業公社がその土地に植栽、保育等を行い、伐採時に木材収入を分収
することを約した契約。 

 分収造林契約とは 

林業公社 

土地所有者 

分収造林契約 植栽 保育 収穫 収益分収 

林業公社 

土地所有者 

地拵、植付、
補植 

下刈、除
伐、間伐等 

主伐 
６割* 

４割* 

※一般的な分収割合 

土地使用権の設定義務 

植栽、保育、管理義務 

1 

 



林業公社の経営状況 

○ 林業公社は、造林地の多くが伐採時期に至らない中、木材価格が低下したことなどから、その経
営状況は、森林造成に係る借入金の累増等により総体として厳しい状況。 

 

○ 個々の公社をみると、事業規模、資金調達方法、都府県の支援の状況などが様々であり債務状況
は公社によってまちまち。一方、公社に資金貸付等を実施している都府県では、地方財政規律の強
化を求められる中、将来の負債が地方財政に与える影響を懸念。 

分収造林地の齢級構成  立木価格の推移 

 林業公社における１ha当たりの長期債務残高 
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 注：50年のスギ人工林を造成するために要する費用（出典：平成18年度林業経営統計調査報告（農林水産省）） 

 林業公社における長期債務残高の推移 
 （H25.3.31現在） 
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「林業公社の経営対策等に関する検討会」の報告  

 

○ 平成21年に、林業公社の経営対策等を検討するため、総務省、林野庁、地方公共団体で構成する
「林業公社の経営対策等に関する検討会」を開催して、報告書をとりまとめ。 
 

○ 同報告書を踏まえ、都道府県及び公社においては、公社の存廃を含む抜本的な経営の見直しの検
討を開始する一方、国においては、補助事業、金融措置、地方財政措置によって対策を具体化。 

報告書の概要（林業公社対策のあり方） 

↑ 

一般会計で引き受け 

↑ 

特別会計で償還 

公社を存続（再生）する場合 

公社造林地 

 

・  林業の特殊性等も踏まえた森
林資産の時価の具体的な算定方
法について検討 

 

・  公社の経営状況及び資産債務
状況について議会に説明 

 

・  住民に積極的に情報公開   

採算林 
 

正味売却価額 ＞ 育林費等 

都道府県による公社造林地の継
承（県有林との一体管理等） 

○ 林業公社及び都道府県による更なる経営対策の取組 
・不在村者の森林の施業受託等の更なる取組の実施 

○ 利子負担軽減対策 
・公庫資金の活用等（金融措置） 
・無利子貸付利子負担額等への特別交付税（地方財政措置） 

○ 事業コストの縮減、収益性の向上 
・森林管理・環境保全直接支払制度（補助事業）を活用した  間伐等の
実施 

・伐期の長期化、分収割合の見直し 

注）正味売却価額とは、将来の収入（立木販売収入から分収交付金及び販売経費等を控除）から今後の必要経費を控除したもの。 

   育林費等とは、植栽経費等のこれまでに投じた費用。 

不採算林 
 

正味売却価額 ＜ 育林費等 
 

 将来の収入 ＞ 今後の必要経費 

公社を廃止する場合 

○ 既往債務対策 
・第三セクター等改革推進債（地方財政措置）の活用 

                               〔破産手続等〕 

存廃を含む抜本的な経営の 

見直しの検討 

不採算林 
 

正味売却価額 ＜ 育林費等 
 

 将来の収入 ＜ 今後の必要経費 

○ 既往債務対策 
・第三セクター等改革推進債（地方財政措置）の活用 

                               〔再生手続等〕 
・契約解除による公庫債務の繰上償還の実施 
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これまで行ってきた林業公社対策 

 

事業コストの縮減、収益性の向上 

森林整備に係るコストの縮減 

収益性の向上 

管理コストの縮減 

不採算林を整理する場合の措置 

 

利子負担軽減対策 

公庫債務の整理の検討 

公庫資金の活用の検討 

特別交付税措置の拡充（総務省） 

公社及び都道府県による更なる経営対策の取組 

 

公社を廃止する場合の措置 

第三セクター等改革推進債の活用（総務省） 

都道府県が公社造林地を継承する場合の措置 

検討会報告書における経営対策 

 森林整備事業等により、H23年には年間60億円超の国庫補助金を投
入。結果、伐採収入が増加、年間90億円の事業活動収入を確保。 
 

  ① 森林整備事業について、小面積皆伐型の助成開始、搬出材積 
     に応じた補助単価への見直し等により、公社の収益性を向上。 
 

  ② 森林整備事業等により、国庫補助の投入額を増加（H23年度は  
    H21年度と比べて約1.2倍）。 
 

  ③ 事業コストの縮減とは別に、境界の明確化、歩道整備等の管理 
            費について、H21年度以降3年間で約53億円の国庫補助を投入。 
 

  ④ 契約適正化の取組等に対し、過去３年間で約８億円の国庫補助 
     を措置。これまでに約7割の契約延長を実施。 
 

 上記取組を引き続き実施するとともに、H25年度は、採算／不採算林
等の評価のための支援。 

 利用間伐推進資金の貸付対象に民間既往債務の借換を追加。 

 利用間伐推進資金の借入れに必要となる利用間伐に係る計画の認
定期限を５年間延長（H25年度～H29年度） 

 従来の森林整備活性化資金（無利子資金）との併用等を通じてH23
年度末時点で、H21年度末に比べ、公庫債務を約39億円圧縮し、金
利を1.76% まで引き下げ。 

平成２１年度以降に行った公社対策 

 三セク債の活用によりこれまでに３公社が廃止、２公社が手続中。こ
のほか、３公社が活用する方向で検討中（このうち１公社は再生の方
向で検討中）。  

 ○ 検討会の報告を踏まえて、林野庁では、平成21年度以降、林業公社対策を積極的に実施。 
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林業公社対策の成果 

 ○ 補助事業を活用した間伐等の実施により販売収入が増加し、収入源を確保。 
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○ 府県による無利子貸付、利用間伐推進資金による借換等により公社全体の長期借入金の金利は大
幅に低下 
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林業公社の課題 

 

○施業の低コスト化による収支状況の更なる改善 
 

森林整備事業の更なる
活用による施業の実施 

 

○不採算林分での長伐期化や契約解除の推進 
 

分収林契約適正化事業
の更なる活用 

 

○経営状況の悪化した公社の抜本的改革の推進 
  

公社の廃止・再生に向け
た三セク債の更なる活用 
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  分収造林契約は契約者が多く、また、共有名義の契約もあるこ
とから、事務処理に相当の時間がかかるため、第三セクター等
改革推進債の期間延長が不可欠。 


